
八幡浜市高齢者福祉施設等における新型コロナウイルス感染症

検査費用補助事業実施要綱 

令 和 ３ 年 ５ 月 １ ７ 日 

要 綱 第 ４ ４ 号 

改正 令和３年 ６月２１日要綱第５３号 

令和４年 ３月２４日要綱第２９号 

令和５年 ３月３０日要綱第４１号 

令和５年 ６月１５日要綱第７２号 

 

（目的） 

第１条 本事業は、令和５年度愛媛県高齢者福祉施設等における新型コロナウイ

ルス感染症検査事業支援補助金交付要綱（令和５年４月１日愛媛県施行）に基

づき、高齢者福祉施設等において職員及び利用者等を対象に新型コロナウイル

ス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和２年１月

に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有するこ

とが新たに報告されたものに限る。）である感染症をいう。）の感染拡大防止に

必要な自主検査（ＰＣＲ検査又は抗原検査であって、行政検査によらないもの

をいう。以下同じ。）を行う経費を補助することにより、高齢者福祉施設等の

負担を軽減し、もって高齢者福祉施設等の利用者への安全なサービス提供の確

保に資することを目的とする。 

（定義） 

第１条の２ この要綱において、高齢者福祉施設等とは、次の各号に該当するも

のをいう。 

⑴ 高齢者施設・事業所 次のアからウまでに掲げるもの全てをいう。 

ア 介護保険施設 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療

施設、介護医療院 

イ 介護サービス事業所 訪問介護（第１号訪問事業を含む。）、訪問入浴介

護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護（第

１号通所事業を含む。）、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短

期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、居宅介護支援、

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通

所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型
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共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人

福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護予防支援（第

１号介護予防支援事業を含む。）を提供する事業所 

ウ その他の高齢者施設 有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、

軽費老人ホーム、養護老人ホーム、生活支援ハウス 

⑵ 障がい福祉施設・事業所 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、

重度障害者等包括支援、短期入所、療養介護、生活介護、施設入所支援、自

立生活援助、共同生活援助、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労

定着支援、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居

宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児入所支援、相談支援、障

害児相談支援を提供する施設・事業所、障害者就業・生活支援センター、地

域活動支援センター、小規模作業所、身体障害者福祉センター、視聴覚障害

者情報提供施設 

（補助対象者等） 

第２条 本事業による補助金の交付を受けることができる者は、次のいずれかに

該当する者に対し自主検査を行った高齢者福祉施設等を運営する法人等とす

る。 

⑴ 高齢者福祉施設等のうち、入所系施設等に新たに入所する利用者 

⑵ 高齢者福祉施設等の職員 

⑶ その他市長が必要と認める利用者及び職員等 

（補助金の額の算定方法） 

第３条 補助金の額は、令和６年３月３１日までに行った自主検査１件につき、

次に掲げる額のうち、最も少ない額を検査ごとに算定し、その合計額とする。 

⑴ 検査費用の実費 

⑵ 次に掲げる自主検査の区分に従い、当該区分に掲げる額 

ア ＰＣＲ検査 １件当たり１０，０００円 

イ 抗原検査  １件当たり ６，０００円 

（交付申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする者（以下「補助事業者」という。）は、別

に定める期日までに八幡浜市高齢者福祉施設等における新型コロナウイルス



感染症検査費用補助金交付申請書兼請求書（様式第１号）に関係書類を添えて、

市長に提出しなければならない。 

（交付決定） 

第５条 市長は、前条に規定する申請書兼請求書の提出があったときは、速やか

にその内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、八幡浜市高齢者福祉施

設等における新型コロナウイルス感染症検査費用補助金交付（不交付）決定通

知書（様式第２号）により、補助事業者に通知する。 

２ 市長は、前項の規定による補助金の交付決定をもって、補助金の額が確定し

たものとみなし、当該補助事業者に対し補助金を交付する。 

（交付決定の取消し等） 

第６条 市長は、前条第１項の規定により補助金の交付決定を受けた補助事業者

が虚偽の申請その他の不正な手段により補助金の交付を受け、又は受けようと

したと認めたときは、当該補助事業者に係る補助金の交付決定を取り消し、又

は変更するとともに、及び既に交付した補助金がある場合にあっては、当該補

助金の全部又は一部について、期限を定めて返還を命ずることができる。 

 （関係書類の保管） 

第７条 補助事業者は、本事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、

当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を本事業

が完了した日の属する年度の翌年度から起算して５年間保管しなければなら

ない。 

 （消費税等に係る税額控除の報告） 

第８条 交付申請をした補助事業者は、第４条の規定により申請書兼請求書を提

出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金の仕入れに

係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額を仕入れに係る消費税等相

当額報告書（様式第３号）により速やかに市長に報告するとともに、市長の返

還命令を受けてこれを返還しなければならない。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この要綱は、公布の日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 



（交付申請に係る経過措置） 

２ この要綱の適用の日からこの要綱の施行の日の前日までの間に県補助金の交

付決定を受けた者で、市補助金の交付を受けようとする補助事業者に係る第４

条の規定の適用については、同条中「県補助金の交付決定の日から起算して２

週間以内」とあるのは、「この要綱の施行の日から起算して２週間以内」とす

る。 

（押印に係る経過措置） 

３ この要綱の施行の日から八幡浜市会計規則の一部を改正する規則（令和３年

規則第１５号）の施行の日の前日までは、様式第１号の規定の適用については、

同様式中「代表者職氏名」とあるのは、「代表者職氏名        ㊞」

とする。 

［八幡浜市会計規則の一部を改正する規則（令和３年規則第１５号）の施行の日＝令和３年６月１日］ 

附 則（令和３年６月２１日要綱第５３号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、公布の日から施行し、令和３年６月１日から適用する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正後の八幡浜市高齢者福祉施設等における新型コロナウイ

ルス感染症検査費用補助事業実施要綱の規定は、この要綱の適用の日（以下「適

用日」という。）以降に申請があったものについて適用し、適用日前に申請の

あったものについては、なお従前の例による。 

附 則（令和４年３月２４日要綱第２９号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正後の八幡浜市高齢者福祉施設等における新型コロナウイ

ルス感染症検査費用補助事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以降に行

った自主検査について適用し、同日前に行った自主検査については、なお従前

の例による。 

附 則（令和５年３月３０日要綱第４１号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 
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（経過措置） 

２ この要綱による改正後の八幡浜市高齢者福祉施設等における新型コロナウイ

ルス感染症検査費用補助事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以降に行

った自主検査について適用し、同日前に行った自主検査については、なお従前

の例による。 

附 則（令和５年６月１５日要綱第７２号） 

この要綱は、交付の日から施行し、令和５年５月８日から適用する。 
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様式第１号（第４条関係） 

 

八幡浜市高齢者福祉施設等における 

新型コロナウイルス感染症検査費用補助金交付申請書兼請求書 

 

年  月  日 

八幡浜市長 様 

法人住所 

法人名 

代表者職氏名 

 

 八幡浜市高齢者福祉施設等における新型コロナウイルス感染症検査費用補助金の

交付を受けたいので、八幡浜市高齢者福祉施設等における新型コロナウイルス感染

症検査費用補助事業実施要綱第４条の規定により、関係書類を添えて下記のとおり

申請及び請求をします。 

記 

 

１ 交付申請（請求）額           円 

２ 添付書類 

 ⑴ 実績報告書（別紙） 

 ⑵ 補助金交付申請額の根拠となる資料 

 

【指定口座】 

金融機関名 

銀行・農協 

組合・信組 

（    ） 

本店・支店 

本所・支所 

（    ） 

預 金 種 別 普通（総合） ・ 当座  

口 座 番 号  

口座名義人 

（フリガナ） 

 



別紙 

 

実 績 報 告 書 

 

法人名  

施設・ 

事業所名 

□高齢者施設・事業所  □障がい福祉施設・事業所 

（名称） 

検査日 年  月  日 ～   年  月  日 

検査内容 

検査種別 □ PCR検査 □ 抗原検査 □ 抗原検査キット 

検査費用 

（１件あたり） 
円 円 円 

検査数 件 件 件 

検査費用総額 円 円 円 

補助金内訳 

補助額 

（１件あたり） 
円 円 円 

検査数 件 件 件 

補助金総額 円 円 円 

 

（注意事項） 

① 施設・事業所ごとに作成すること。 

② 「補助額（１件あたり）」欄には、「検査費用（１件あたり）」と補助限度額（ＰＣＲ検査

１０，０００円、抗原検査（抗原検査キットを含む）６，０００円）を比較していずれか少

ない額を記入すること。



様式第２号（第５条関係） 

第   号 

年  月  日 

 

         様 

 

八幡浜市長            

 

 

八幡浜市高齢者福祉施設等における 

新型コロナウイルス感染症検査費用補助金交付（不交付）決定通知書 

 

   年  月  日付けで申請のあった八幡浜市高齢者福祉施設等における新型コ

ロナウイルス感染症検査費用補助金について、下記のとおり決定したので、八幡浜市

高齢者福祉施設等における新型コロナウイルス感染症検査費用補助事業実施要綱第５

条の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 交付決定 

⑴ 交付決定額                円 

⑵ 交付方法 

申請書記載の金融機関口座への振込み 

振込予定日     年   月   日 

 

２ 不交付決定 

交付しない理由 



様式第３号（第８条関係） 

 

八幡浜市高齢者福祉施設等における新型コロナウイルス感染症 

検査費用補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額報告書 

 

年  月  日 

八幡浜市長 様 

法人住所 

法人名 

代表者職氏名 

事業所名 

 

年  月  日付け  第  号で、補助金交付決定の通知があった標記補

助金について、八幡浜市高齢者福祉施設等における新型コロナウイルス感染症検査費

用補助事業実施要綱第８条の規定により、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 補助事業実施要綱第５条の補助金の額の確定額 

             金         円 

２ 補助金の確定時に減額した仕入れに係る消費税等相当額 

             金         円 

３ 消費税及び地方消費税の申告により確定した仕入れに係る消費税等相当額 

             金         円 

４ 補助金返還額（３－２） 

             金         円 

 

（注）参考となる資料を添付すること。 


